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一 

小
石
川
税
務
署
長
は
、
昭
和
三
十
八
年
お
よ
び
同
三
十
九
年
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
、
同
族
会
社
の
使
用
人

兼
務
役
員
賞
与
の
損
金
算
入
を
否
認
し
、
更
正
処
分
を
し
た
事
件
に
つ
き
、
納
税
者
か
ら
右
更
正
処
分
の
取
消

訴
訟
を
提
起
さ
れ
、
右
訴
訟
の
係
属
中
に
、
納
税
者
か
ら
「
右
更
正
処
分
は
憲
法
違
反
で
あ
る
。
」
と
主
張
さ
れ

た
と
こ
ろ
、
昨
年
十
一
月
三
十
日
に
、
右
更
正
処
分
を
取
消
し
て
、
右
更
正
処
分
に
よ
り
徴
収
し
た
税
金
約
六

十
二
万
円
を
還
付
し
た
事
実
が
あ
る
の
で
、
次
の
点
に
つ
き
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 
2 

仮
り
に
、
従
来
の
課
税
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
更
正
処
分
を
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な 

1 

右
税
金
の
還
付
は
、
従
来
、
当
然
に
課
税
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
使
用
人
兼
務
役
員
賞
与
に
対
す
る

更
正
処
分
を
取
消
し
、
そ
の
税
金
を
還
付
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
旧
法
人
税
法
の
解
釈
お
よ
び
運
用

が
憲
法
に
違
反
し
、
無
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
従
来
の
運
用
を
変
更
し
て
な
し
た
処
分
で
あ
る
の
か
。 

法
人
税
法
に
お
け
る
役
員
賞
与
の
損
金
不
算
入
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

二 

法
人
税
法
（
以
下
単
に
法
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
の
役
員
賞
与
の
損
金
不
算
入
の
規
定
は
、
憲
法
第
十
四
条

第
一
項
の
平
等
の
原
則
、
同
二
十
七
条
第
一
項
の
勤
労
の
権
利
お
よ
び
同
三
十
条
の
納
税
の
義
務
を
規
定
し
た

憲
法
の
条
項
に
違
反
す
る
疑
が
あ
る
の
で
、
次
の
点
に
つ
き
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

1 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
が
役
員
賞
与
の
損
金
不
算
入
の
原
則
を
規
定
し
た
理
念
的
根
拠
は
何
か
。 

3 

仮
り
に
、
右
の
と
お
り
還
付
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
記
二
年
分
の
還
付
税
金
に
つ
い
て
、
更
正
の
請

求
の
特
例
な
ど
の
方
法
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。 

ら
ば
、
他
の
同
族
会
社
の
使
用
人
兼
務
役
員
賞
与
に
対
す
る
法
人
税
で
、
す
で
に
徴
収
し
た
税
金
は
、
納
税

者
か
ら
不
当
利
得
返
還
請
求
の
訴
を
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
、
こ
れ
を
還
付
す
る
方
針
で
あ
る
の

か
。 ま

た
、
右
一
項
を
「
過
大
な
役
員
賞
与
は
損
金
不
算
入
と
す
る
。
」
旨
の
原
則
規
定
に
変
更
す
る
と
、
い
か
な

る
ふ
つ
ご
う
が
あ
る
の
か
。 

四 

 



 

4 

除
外
使
用
人
兼
務
役
員
賞
与
は
、
会
社
の
経
理
上
、
そ
の
全
額
が
、
源
泉
所
得
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
て

所
得
税
を
課
税
さ
れ
る
と
と
も
に
、
法
人
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
て
法
人
税
を
課
税
さ
れ
る
た
め
、
二
重
に 

3 

除
外
使
用
人
兼
務
役
員
の
賞
与
は
、
人
件
費
、
す
な
わ
ち
、
必
要
経
費
と
し
て
経
理
し
た
金
額
を
、
も
う

い
ち
ど
、
益
金
に
再
計
上
せ
し
め
て
、
課
税
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
経
理
は
、
企
業
会
計
原

則
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
税
法
上
は
な
に
ゆ
え
に
正
当
で
あ
る
の
か
。 

2 
法
第
三
十
五
条
第
五
項
が
、
使
用
人
と
し
て
の
職
務
を
有
す
る
役
員
か
ら
、
「
社
長
、
理
事
長
そ
の
他
施

行
令
第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
も
の
」
（
以
下
除
外
使
用
人
兼
務
役
員
と
い
う
。
）
を
除
外
し
て
、
課
税
す
る
こ

と
に
し
て
い
る
が
、
右
の
除
外
使
用
人
兼
務
役
員
の
全
部
を
、
一
般
的
に
、
「
常
時
使
用
人
と
し
て
の
職
務 

 

に
従
事
し
な
い
も
の
」
と
規
定
し
て
、
右
の
者
に
対
し
て
支
給
す
る
賞
与
の
課
税
に
お
い
て
、
他
の
役
員
に

対
し
て
支
給
す
る
賞
与
の
課
税
と
差
別
す
る
こ
と
は
、
実
情
に
反
し
、
実
質
課
税
の
原
則
お
よ
び
平
等
の
原

則
に
違
反
し
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
か
。 

五 

 



 

7 

政
府
は
「
除
外
使
用
人
兼
務
役
員
に
支
給
す
る
賞
与
は
、
す
べ
て
、
勤
労
の
対
価
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
従

つ
て
、
法
人
税
法
に
お
い
て
そ
の
損
金
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
」
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
右
役
員
の
勤 

6 

除
外
使
用
人
兼
務
役
員
賞
与
に
対
す
る
国
税
と
地
方
税
を
合
計
す
る
と
、
そ
の
最
高
税
率
は
百
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
を
こ
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
前
項
同
様
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
か
。 

5 
除
外
使
用
人
兼
務
役
員
賞
与
に
対
す
る
国
税
の
最
高
は
、
所
得
税
の
最
高
が
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
法
人

税
が
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
合
計
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
同
一
課
税
標
準
に
対 

し
、
二
重
記
帳
に
よ
り
百
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
課
税
を
す
る
こ
と
は
、
経
済
的
に
不
可
能
な
課
税
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
か
。 

ま
た
、
不
可
能
な
納
税
義
務
を
規
定
す
る
法
律
条
項
は
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う 

 

か
。 

記
帳
さ
れ
て
、
課
税
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
重
課
税
に
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
ど
う
か
。 

六 

 



 

 

七 

労
の
権
利
を
否
定
す
る
も
の
で
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


